
 
鳥取県東部広域行政管理組合 

 

 

 

 

 

 

 

日 時  平成３１年４月２５日（木）１０：００～１２：００ 

場 所  鳥取県東部広域行政管理組合事務局 分庁舎会議室 

― 日 程 ― 

【１】開  会 

 

【２】管理者あいさつ 

 

【３】議  事 

［１］議会臨時会（令和元年５月２０日招集予定）提出議案 

    １ 令和元年度鳥取県東部広域行政管理組合一般会計補正予算（第１号） 

≪議案第１２号≫（案） ········································· １ 

    ２ 鳥取県東部広域行政管理組合火災予防条例の一部改正について 

≪議案第１３号≫（案） ········································· ５ 

    ３ 財産の取得について≪議案第１４号≫（案） ······················· ７ 

    ４ 鳥取県東部広域行政管理組合監査委員の選任について 

≪議案第１５号≫（案） ········································· ９ 

 

［２］その他 

   １ 現消防体制の組織維持に関する申し入れ書について ············· 資料３ 

   ２ 消防庁舎整備事業について ··································· 資料４ 

３ 可燃物処理施設整備事業について ····························· 資料５  

    

【４】そ の 他 

［１］今後の行事予定について ············································· 11 

                                                 

［２］その他 

 

【５】閉  会 

鳥取県東部広域行政管理組合 

平成３１年度 第１回正副管理者会議 



平成３１年度 第１回正副管理者会議出席者 

 

[ 正副管理者 ] 

職 名 氏 名 

管理者  鳥取市長 深 澤 義 彦  

副管理者 （代理）岩美町副町長 長 戸  清  

副管理者 智頭町長 寺谷誠一郎 

副管理者 若桜町長 矢 部 康 樹  

副管理者 八頭町長 田 英 人  

副管理者 鳥取市副市長 羽 場 恭 一 

 

[ 鳥取県東部広域行政管理組合 ] 

局 職 名 氏 名 

事 務 局 

事務局長 遠 藤  全 

次長兼総務課長 保木本英明 

総務課長補佐兼庶務係長 小清水輝彦 

総務課主任 岸 本 定 典 

福祉環境課長 福 田 克 彦 

福祉環境課環境管理係長 有 田 清 則 

施設建設課長 高 田 三 朗 

施設建設課長補佐 前 田 武 彦 

消 防 局 

消防局長 中 谷 隆 人 

次長兼警防課長 渡 辺 定 弘 

次長兼鳥取消防署長 福 田 昭 英 

消防総務課長 田 住  浩 

消防総務課長補佐 吉 田  正 

情報指令課長 新 田 敏 則 

予防課長 下 田  斉 

 



【３】議  事 

［１］議会臨時会（令和元年５月２０日招集予定）提出議案 

１ 令和元年度鳥取県東部広域行政管理組合一般会計補正予算（第１号） 

  ≪議案第１２号≫（案） 

 

⑴ 歳入歳出補正総額 

      

補 正 前 補 正 額 補 正 後 

6,332,865千円 74,099千円 6,406,964千円 

 

ア 歳入補正額の主な内容 

○市町負担金（普通負担金）の減 ······················ △1,690千円 

〇市町負担金（特別負担金）の増 ······················· 22,589千円 

〇組合債（不燃物処理施設整備事業債）の増 ············· 53,200千円 

 

イ 歳出補正額の主な内容 

○環境クリーンセンター外壁屋根改修経費の増 ··········· 70,892千円 

〇Ｎｅｔ１１９緊急通報システム導入経費の増 ············ 3,207千円 
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  ⑵ 歳入歳出総括表 

  

［ 歳 入 ］                       （単位：千円） 

区  分 補正前の額 補正額 補正後の額 

１ 分担金及び負担金 5,177,207 20,899 5,198,106 

２ 使用料及び手数料 10,816 0 10,816 

３ 国 庫 支 出 金 440,000 0 440,000 

４ 県 支 出 金  4,857 0 4,857 

５ 財 産 収 入  45,865 0 45,865 

６ 繰 入 金 74,990 0 74,990 

７ 繰 越 金 500 0 500 

８ 諸 収 入 1,430 0 1,430 

９ 組 合 債 577,200 53,200 630,400 

歳 入 合 計 6,332,865 74,099 6,406,964 

    

［ 歳 出 ］                                         （単位：千円） 

区  分 補正前の額 補正額 補正後の額 

１ 議 会 費 2,543 0 2,543 

２ 総 務 費 109,526 0 109,526 

３ 民 生 費 55,363 0 55,363 

４ 衛 生 費 2,482,164 70,892 2,553,056 

５ 消 防 費 3,300,270 3,207 3,303,477 

６ 公 債 費 379,999 0 379,999 

７ 予 備 費 3,000 0 3,000 

歳 出 合 計 6,332,865  74,099 6,406,964 

 

2



(
3)

 令
和

元
年

度
普

通
負

担
金

（
対

補
正

前
比

較
）

（
単

位
：
千

円
）

運
営

費
介

護
認

定
審

査
費

障
害

者
総

合
支

援
審

査
費

休
日

急
患

歯
科

診
療

費
火

葬
場

費
不

燃
物

処
理

費
不

燃
物

処
理

場
跡

地
利

用
施

設
費

し
尿

処
理

費
集

落
排

水
処

理
費

可
燃

物
処

理
費

消
防

費
合

計

鳥
取

市
補

正
後

7
8
,6

5
1

3
7
,6

5
3

2
,5

6
4

1
,4

5
6

8
,5

6
8

4
0
8
,6

6
7

1
2
,6

1
6

1
3
8
,0

3
8

6
7
,1

2
7

8
3
9
,2

8
3

2
,1

1
5
,0

5
7

3
,7

0
9
,6

8
0

補
正

前
7
8
,6

8
1

3
7
,6

5
3

2
,5

6
4

1
,4

5
6

2
8
,3

9
9

3
9
3
,9

3
3

1
2
,6

1
6

1
3
8
,0

3
8

6
7
,1

2
7

8
3
9
,2

8
3

2
,1

1
2
,5

2
9

3
,7

1
2
,2

7
9

比
較

△
 3

0
0

0
0

△
 1

9
,8

3
1

1
4
,7

3
4

0
0

0
0

2
,5

2
8

△
 2

,5
9
9

岩
美

町
補

正
後

5
,4

5
5

2
,9

5
3

3
5
2

9
8

3
7
1

2
5
,6

4
6

7
4
9

2
1
,7

5
0

3
,6

8
4

4
2
,4

0
1

1
5
3
,7

2
9

2
5
7
,1

8
8

補
正

前
5
,4

5
5

2
,9

5
3

3
5
2

9
8

1
,7

9
9

2
4
,7

7
2

7
4
9

2
1
,7

5
0

3
,6

8
4

4
2
,4

0
1

1
5
3
,5

4
6

2
5
7
,5

5
9

比
較

0
0

0
0

△
 1

,4
2
8

8
7
4

0
0

0
0

1
8
3

△
 3

7
1

智
頭

町
補

正
後

3
,7

6
7

1
,7

5
0

2
4
8

4
7

1
,1

4
4

1
5
,0

2
6

4
6
6

1
5
,1

3
6

7
,1

2
3

2
5
,5

3
9

1
0
7
,5

8
5

1
7
7
,8

3
1

補
正

前
3
,7

2
8

1
,7

5
0

2
4
8

4
7

0
1
4
,4

8
2

4
6
6

1
5
,1

3
6

7
,1

2
3

2
5
,5

3
9

1
0
7
,4

5
5

1
7
5
,9

7
4

比
較

3
9

0
0

0
1
,1

4
4

5
4
4

0
0

0
0

1
3
0

1
,8

5
7

若
桜

町
補

正
後

1
,8

2
5

1
,0

5
0

2
1
5

3
5

1
0
0

6
,7

5
9

2
1
2

3
,6

8
4

1
,0

1
2

1
2
,0

5
8

5
8
,8

8
9

8
5
,8

3
9

補
正

前
1
,8

2
5

1
,0

5
0

2
1
5

3
5

5
9
1

6
,5

1
1

2
1
2

3
,6

8
4

1
,0

1
2

1
2
,0

5
8

5
8
,8

1
9

8
6
,0

1
2

比
較

0
0

0
0

△
 4

9
1

2
4
8

0
0

0
0

7
0

△
 1

7
3

八
頭

町
補

正
後

8
,4

0
8

4
,2

8
7

4
3
7

1
3
3

5
2
3

3
4
,0

0
1

1
,1

0
6

1
2
,1

1
5

2
6
,8

2
0

6
1
,0

7
6

2
4
7
,6

3
1

3
9
6
,5

3
7

補
正

前
8
,4

1
7

4
,2

8
7

4
3
7

1
3
3

2
,5

0
6

3
2
,7

0
9

1
,1

0
6

1
2
,1

1
5

2
6
,8

2
0

6
1
,0

7
6

2
4
7
,3

3
5

3
9
6
,9

4
1

比
較

△
 9

0
0

0
△

 1
,9

8
3

1
,2

9
2

0
0

0
0

2
9
6

△
 4

0
4

9
8
,1

0
6

4
7
,6

9
3

3
,8

1
6

1
,7

6
9

1
0
,7

0
6

4
9
0
,0

9
9

1
5
,1

4
9

1
9
0
,7

2
3

1
0
5
,7

6
6

9
8
0
,3

5
7

2
,6

8
2
,8

9
1

4
,6

2
7
,0

7
5

9
8
,1

0
6

4
7
,6

9
3

3
,8

1
6

1
,7

6
9

3
3
,2

9
5

4
7
2
,4

0
7

1
5
,1

4
9

1
9
0
,7

2
3

1
0
5
,7

6
6

9
8
0
,3

5
7

2
,6

7
9
,6

8
4

4
,6

2
8
,7

6
5

0
0

0
0

△
 2

2
,5

8
9

1
7
,6

9
2

0
0

0
0

3
,2

0
7

△
 1

,6
9
0

比
較

市
町

名

補
正

後
合

計

補
正

前
合

計

3



(
4
)
 
令

和
元

年
度

特
別

負
担

金
（

対
補

正
前

比
較

）

（
単
位
：
千
円
）

不
燃

物
処

理
費

し
尿

処
理

費
可

燃
物

処
理

費
消

防
費

鳥
取

市
補

正
後

2
,1
0
7

3
8
,2
7
8

6
2

1
3
1
,0
7
5

－
8
5
7

2
5
0
,1
6
2

5
9
,1
2
6

4
8
1
,6
6
7

補
正

前
2
,1
0
7

3
8
,2
7
8

6
2

1
3
1
,0
7
5

－
8
5
7

2
5
0
,1
6
2

5
9
,1
2
6

4
8
1
,6
6
7

比
較

0
0

0
0

－
0

0
0

0

岩
美

町
補

正
後

－
－

－
－

－
1
1
6

1
4
,8
3
9

4
,2
9
7

1
9
,2
5
2

補
正

前
－

－
－

－
－

1
1
6

1
4
,8
3
9

4
,2
9
7

1
9
,2
5
2

比
較

－
－

－
－

－
0

0
0

0

智
頭

町
補

正
後

－
－

－
－

2
2
,5
8
9

1
1
6

9
,2
5
1

3
,0
0
8

3
4
,9
6
4

補
正

前
－

－
－

－
0

1
1
6

9
,2
5
1

3
,0
0
8

1
2
,3
7
5

比
較

－
－

－
－

2
2
,5
8
9

0
0

0
2
2
,5
8
9

若
桜

町
補

正
後

－
－

－
－

－
1
1
6

4
,2
0
6

1
,6
4
6

5
,9
6
8

補
正

前
－

－
－

－
－

1
1
6

4
,2
0
6

1
,6
4
6

5
,9
6
8

比
較

－
－

－
－

－
0

0
0

0

八
頭

町
補

正
後

－
－

－
－

－
3
2
9

2
1
,9
2
8

6
,9
2
3

2
9
,1
8
0

補
正

前
－

－
－

－
－

3
2
9

2
1
,9
2
8

6
,9
2
3

2
9
,1
8
0

比
較

－
－

－
－

－
0

0
0

0

2
,1
0
7

3
8
,2
7
8

6
2

1
3
1
,0
7
5

2
2
,5
8
9

1
,5
3
4

3
0
0
,3
8
6

7
5
,0
0
0

5
7
1
,0
3
1

2
,1
0
7

3
8
,2
7
8

6
2

1
3
1
,0
7
5

0
1
,5
3
4

3
0
0
,3
8
6

7
5
,0
0
0

5
4
8
,4
4
2

0
0

0
0

2
2
,5
8
9

0
0

0
2
2
,5
8
9

合
計

消
防

施
設

建
設

費

事
業

交
付

税
費

消
防
職
員
退
職
手

当
基

金
積

立
費

介
護

認
定

審
査

費
火

葬
場

費

補
正

後
合

計

補
正

前
合

計

比
較

市
町

名

4



 

２ 鳥取県東部広域行政管理組合火災予防条例の一部改正について 

≪議案第１３号≫（案） 

 

議案第 号 

鳥取県東部広域行政管理組合火災予防条例の一部改正について 

鳥取県東部広域行政管理組合火災予防条例の一部を次のように改正する。 

令和元年  月  日提出 

 

                  鳥取県東部広域行政管理組合 

                   管理者 鳥取市長 深 澤 義 彦 

 

鳥取県東部広域行政管理組合火災予防条例の一部を改正する条例 

鳥取県東部広域行政管理組合火災予防条例（昭和５３年鳥取県東部広域行政管理

組合条例第２１号）の一部を次のように改正する。 

第１６条第１項中「日本工業規格」を「日本産業規格（産業標準化法（昭和２４

年法律第１８５号）第２０条第１項の日本産業規格をいう。）」に改める。 

第２９条の５第１号中「作動時間が６０秒以内」を「種別（閉鎖型スプリンクラ

ーヘッドの技術上の規格を定める省令（昭和４０年自治省令第２号）第１２条の種別

をいう。）が１種」に改め、同条中第６号を第７号とし、第５号の次に次の１号を加

える。 

⑹ 第２９条の３第１項各号又は前条第１項に掲げる住宅の部分に特定小規模施設

用自動火災報知設備を特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有す

る消防の用に供する設備等に関する省令（平成２０年総務省令第１５６号）第３

5



 

条第２項及び第３項に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例に

より設置したとき。 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第１６条第１項の改正規定は、令和

元年７月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

不正競争防止等の一部を改正する法律（平成３０年法律第３３号）の施行による工

業標準化法（昭和２４年法律第１８５号）の改正等に伴い、所要の整備を行うためで

ある。 
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３ 財産の取得について≪議案第１４号≫（案） 

 

議案第  号 

 

   財産の取得について 

 

 次のとおり財産を取得するものとする。 

 

  令和元年  月  日提出 

 

                  鳥取県東部広域行政管理組合 

                   管理者 鳥取市長 深 澤 義 彦    

 

１ 取 得 目 的  消防自動車の更新に伴い、新規に取得するため 

２ 取得する財産の表示 

⑴ 種 類  災害対応特殊化学消防ポンプ自動車（Ⅱ型） 

⑵ 数 量  １台 

３ 取 得 方 法  指名競争入札 

４ 取 得 金 額  金６８，６４０，０００円 

           （うち消費税及び地方消費税の額 金６，２４０，０００円） 

５ 取得の相手方  鳥取市古海３５６番地１ 

株式会社吉谷機械製作所 

取締役社長 吉 谷 勇一郎 

 

 

提案理由 

 鳥取県東部広域行政管理組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関

する条例（昭和４６年鳥取県東部広域行政管理組合条例第８号）第３条の規定により議

決を得るためである。 
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４ 鳥取県東部広域行政管理組合監査委員の選任について≪議案第１５号≫（案） 

 

議案第  号 

 

   鳥取県東部広域行政管理組合監査委員の選任について 

 

 次の者を鳥取県東部広域行政管理組合監査委員に選任することについて同意を求め 

る。 

 

  令和元年  月  日提出 

 

               鳥取県東部広域行政管理組合        

管理者 鳥取市長 深 澤 義 彦    

 

１ 住  所  鳥取市面影一丁目７番９号 

２ 氏  名  湯 口 一 文 

３ 生年月日  昭和２２年６月１４日生 

 （略歴） 

年   月 事           項 

 

昭和４１年 ３月 

 

昭和５５年 ２月 

昭和５８年 ６月 

平成 元年 ３月 

平成 ２年 １月 

平成 ３年 ２月 

平成 ３年１２月 

平成１６年 ４月 

平成１９年 ４月 

平成１９年 ７月 

最終学歴 

 鳥取県立鳥取西高等学校 卒業 

経  歴 

 株式会社徳田商店勤務 

 税理士登録開業 

 行政書士登録開業 

 社会保険労務士登録開業 

有限会社おおえのき取締役 

株式会社徳田商店退職 

鳥取市監査委員 

鳥取市代表監査委員   

鳥取県東部広域行政管理組合代表監査委員 現在に至る。 

 

提案理由 

9



 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９６条第１項の規定により同意を得る

ためである。 
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【４】そ の 他 

［１］今後の行事予定について    

      

日 時 会議名等 場 所 備 考 

５月９日（木） 10:00～ 議会運営委員会 鳥取市役所会議室  

５月２０日（月） 10:00～ 議会臨時会 鳥取市役所議場 正副管理者出席 

 

   

［２］その他 
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